
※1 　　　　※4　計画の範囲

※公共工事の「調査研究・企画]及び「基本構想」等は主に
担当部署が先進地事例等を基に作成、又は依託方式としている。

（委託方式の場合は「建築設計」、「調査」登録のコンサル業務としている。）

※7

  

※2
※相談内容等

①事業主体が事業着手段階での「調査研究・企画」

　に準じる相談（所要規模、所要概算事業費等）

②建築物のリファイン等既存施設の活用計画の進め方

※事業が未確定段階である場合の相談への取組

　及び担当者の選定（事務局、組合員）

※事業主体が取りまとめた「調査研究・企画」
　の検証及び提案書作成等技術構築

※3

〇組合の相談内容及び体制について

　設計業務委託費等の照会は事務局で対応している。

　　　　　※5　設計業務の範囲

※7

※1 調査研究・企画 ※4 計画の範囲

施設の目標を定める 基本構想等の策定は、事業主体の直営方式、又は依託方式

・事業執行計画、施設規模、事業費等 （基本構想策定支援業務等の依託方式採用事例）

※2 基本構想 ※5 設計・監理業務

調査研究・企画等を基に計画施設の構想を練り、諸条件 建築士法に基づく建築士事務所の選定

の整理を図り、計画施設整備方針を確定する。 ※６ 基本構想に基づく建築設計業務の委託費算出及び設計者選定等

※3 設計者選定 に関する相談。（事務局対応）

契約方式は、地方自治法に基づき、競争入札・随意契約とする。 ※7 事業主体の事業着手時点の「調査研究・企画」に関する相談

（随意契約可能額は県は100万未満、以外は50万未満） 及び既存施設活用計画の相談等新たな相談が寄せられる。

実施設計

工事監理

基本設計

供用開始・維持管理

設計業務委託費算出・設計者選定方式等の相談

事業プロセスと組合業務受託・相談体制について

施設活用計画の相談

基本構想（計画）

（設計者選定）

基本的プロセス

建築行為の意思を起こし、行
動開始

調査研究・企画

建築の目標を定め、施設規
模・予算等諸条件を設定する

調査研究・企画を基に構想を
練り、条件の総合化を図り構
想を確定する

※6

調査研究・企画段階の相談


